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1．人事評価制度の基本的な考え方について  

（1）人事評価制度導入の目的  
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（2）人事評価制度の基本構成  

7．三君屏評メ訝   

職員が組織目標等を明確に意識し、主体的に業務遂行に当たることを促すために、  

業務目標の達成度を目標管理の手法により評価  

2．j努力評ノ好  

職員の主体的な能力発揮・能力開発を促すために、職員の職務遂行能力を評価  

β．評廊忍君（か必j夢筈への朗  

○ 人材育成、業務改善  

○ 任用（人事配置・昇格等）、給与（勤勉手当、特別昇給）へ反映  

岬膠窟掛軌軌若す岳居必の好摩‘を   

○ 評価基準の公開   

○ 複数の評価者による評価   

○ 評価者・被評価者研修   

○ 人事評価制度運営会議の設置   

○ 主体的な取組を促すための自己評価   

○ 評価者と職員との面談（目標設定や成果の確認と評価の  
フィードバック。管理者と職員との十分なコミュニケーション）   

○ 苦情相談体制   
○ 評価制度に対するアンケートの継続的な実施  

■
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新しい人事評価制度の基本構成  
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2．実績評価について  

（1）基本的内容  

【業務成果重視】   

事務局課長以上  

事務所次長以上 ‾－  

個人目標の策定  

；▼ ；．  ■ ’ ＝三  

収納率など数値化できるもの  

と業務改善の実施など数値化  

できない成果を含む  

上 期 評 価  

【業務の取り組み重視】  

管理職以外  ＋  
の職員  下 期 評 価  

（日標達成度評価）  

《相対評価における構成比》  

良好未満   良好（標準）   優 秀   特に優秀  
成績区分  

D・C   B   A   S   

1級へ′3級（係員等）   10％   60％   30％  

そ れ 以 外   20％   50％   25％   5％   
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（2）評価の着眼点  

【地方社会保険事務局の例】  

分  類   事務局長・管理職クラス・事務所長   その他の職員   

業務の量的成果  ●国民年金保険料収納率の達成度   ○組織目標の達成度  

●国民年金口座振替実施率の達成度   ○業務の進捗管理  

●国民年金督促対象者に対する滞納処分実施率   ○業務の量  

○健康保険目標保険料収納率の対前年度改善度  ○業務の効率性   

○厚生年金目標保険料収納率の対前年度改善度  

○事業所調査の実施件数の達成率  

○レセプト内容点検効果板の目標達成率  

○調達コスト削減に伴う目標の達成率  

○保健事業の適切かつ効率的な実施  

○年金教育の推進  

○医科・歯科・薬局の指導及び監査  

○業務の進捗管理  

サービス品質  ○サービススタンダードの達成率   ○業務の正確性   

お客様満足度  ○業務の正確性   ○業務の迅速性  

○業務の迅速性   ○お客様満足度  

○お客様満足度  ○業務の処理誤りの防止   

○業務の処理誤りの防止  

チャレンジ業務  ○業務改善   ○業務改善  

○業務提案   ○業務提案   

人 材 育 成  ○人事交流の促進   ○部下の指導・フォロー  

○業務の質・サービス品質の向上（研修の充実）   ○自己研蹟  

○部下の指導・フォロー  ○不祥事の防止   

○不祥事の防止  

行  動  ○リーダーシップの発揮   ○リーダーシップの発揮  

○規律性、協調性、積極性   

＊ ●は重点課題業務  
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（3）評価の流れ  

＜被評価者＞  ＜評価者＞  

目
標
の
策
定
 
 

価  
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3．能力評価について  

（1）基本的内容  

【I価シートの± 】  

○社〈保険事務所  理職、課扇クブス 係長職 係員等   

○社 保険事務局  
○社会保険庁本6  

総務部、運営β  理職、補佐クブス 係長職 係員等   
ンタ‾ 

大子 

【評価損準】  

■求 

．価と の段階評価  

総合勘案し全体平価「l の5段階評価   完成‡毘読 手完聞価  

活  

用  活用  

ムヒ    女    Rb力向上（人材R   

能力評価と実績評価を加味した適材適所の人事配置 

成）のため本人へフィードバック  



（2）評価の流れ  
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4．評価結果の処遇等への活用について  

勤勉手当へ反映  

特別昇糸 へ反映  

任用（適材適所の人事配置 昇格等）へ反映   
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（1）評定期間と処遇への反映時期  

4月  5月  6月  7月  8月  9月     10月  11月  12月l月    2月  3月   4月  5月  6月  7月  8月  9月  

1  30     1   ■ 131   

実  － 

凹  

績  

l評定 30日   H平定   評  
評  

ロ ロ ロ   ロ ：評  

＝二‡掛二 ：：寺ニ二二 ‡二華‡  ∴．●」 ：苫 ：二勉 ‡二菩  当へ  
→  

価  －－・1≡ヨー  

昇給  

ロ □  

ラ  

勤・   

力  昇給  

l  l  

平  平  
評  

l評定  □ ロ ロ  

10／l～  0  

価  

I l  

I l  

I l  

l l  
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（2）勤勉手当について   

《現行制度》   

日
 
 

1
 
 
 

月
 
 
 

6
 
 

当
（
 
 

宇
目
 
 

勉
準
 
 

勤
基
 
 
 

①
 
 12月1日）以前6ケ月以内の期間における勤務期間と勤務成績に応じて支給  

※ 勤務成績 → 「勤務実績に係る評定（勤務評定記録書）」又は「勤務成績を判定するに足ると認めら  
れる事実」を考慮し決定。   

② 勤勉手当の支給額  
俸給の月額 × 期間率 × 成績率  

塵  f∃  

秀    （；ヰ  ヽ ノ  

優  夷  5      白    未満  

良  好  

麗         院                                                                        高潮   し■     ヌE  

③ 支給総額の限度  
所属職員の（俸給月額＋扶養手当） × 70／100  

《現行の運用実態》  
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《平成17年人事院勧告（平成17年8月15日）の内容》  

① 平成17年度給与改定  
民間給与との比較に基づ＜、俸給月額及び配偶者に係る扶養手当の減額、並びに勤勉手当の0．05月分の引き上げ。  

② 平成18年度以降の勤勉手当への実績反映の拡大  

勤勉手当の支給月数の引上げ分の0．05月分（6月期、12月期に各0．025月分）を活用し、次の取り扱いを行う。   

ア． 「良好（標準）」の成績率の引き上げ（0．01月分を活用）  

「良好（標準）」の成績区分に係る成績率を100分の71とする。   

イ．上位の成績区分の人員分布の拡大（0．015月分を活用）  

「特に優秀」及び「優秀」の成績区分に係る人員分布率を設定する。  

③ 成績区分ことの人員分布率  

成 績 区 分   成 績 率（一般職員の場合）   人 員 分 布 率   

特に優秀   86／100以上145／100未満   5％以上（10％程度）   

優   秀   78．5／100以上86／100未満   25％以上（30％程度）   

良好（標準）   71／100  

良好（標準）未満   71／100未満  
（注）「良好（標準）」及び「良好（標準）未満」については、人員分布率を定めていない。  

－12－   



《今後の取り扱い》  

． 

● 

1  

実績評価に対応するファンド  優秀な事務  

所の実績に  

対応する  

ファンド  

成績区分  D   C   B   A   S   

割  10  60   30  

A Eコ   20  50   25   5   

成績率  
60   65   71   80   95  

100  100  100  100  100   

○保険料収納等  
の成績上位の事  

務所に、成績区  

分のランクアッ  

プが可能な資金  

を配付  ※一般職員の場合  

社会保険事務局ごとに資金交付  

－t：ト   



（3）特別昇給について  

《現行制度》   

① 特別昇給とは →  現に受けている俸給月額の上位の俸給に昇給させること。   

② 選考基準   
ア．勤務評定の結果、勤務実績に係る評価が上位の段階に決定され、かつ、執務に関連して見られた職員の  

性格、能力及び適性が優秀である場合   
イ．上記に該当する職員若し＜はこれに準ずる職員が相当の期間にわたり、  

・ 特に繁忙な業務に精励した場合  

・ 極めて特殊の知識、経験等に墨つきこれらを直接必要とする困難な業務に精励した場合  

給
ア
イ
 
 

昇
②
②
 
 

別
記
記
 
 

特
上
上
 
 
 

③
 
 

定数   

＝ 職員数 × 10％   
＝ 職員数 ×  5％  

④ 特別昇給の時期   1月1日、4月1日、7月1日、10月1日（人事院規則で規定）  

《現行の運用実態》  

（持昇定数）   

上記②ア 職員数の10％   

上記②イ 職員数の．5％  

（か 現行法上、職務給の原則、成績主義に則って実施すべきものとされているが、現実には、長期継続雇用を   
前提として、年功的な給与処遇がなされてきた。   

② 特別昇給の時期   社会保険庁の場合は毎年7月1日に実施  

－14－   



《平成17年人事院勧告（平成17年8月15日）の内容》   

① 勤務成績に基づ＜昇給制度の導入  
現在行われている特別昇給（定員の15％以内で1号俸昇給）と普通昇給（ほとんどの職員が1年に1号俸   

昇給）は、ともに勤務成績が良好以上の者を対象とすることとされているが、持ち回り的運用や一律的運用が   
なされる傾向にあることから、両者を統合するとともに、昇給の区分を5段階設けることで、職員の勤務成績   
が昇給に適切に反映される仕組みとする。   

② 昇給時期の統一  
全府省共通の年1回、1月1日に統一し、昇給のための勤務成績判定期間を前年の1月1日から12月31   

日までとする。   

③ 昇給の基準   
ア．勤務成績を昇給により反映させるため、現行の1号俸を4号俸に分割する。   
イ．職員を初任層、中間層及び管理職層に区分し、それぞれの職員層ことに、勤務成績に応じた昇給号俸数を  

設定する。∃≡た、管理職層は、それ以外の職員層よりも「良好（標準）」の場合の昇給号俸数を抑制する。   
ウ．勤務成績が「特に良好」及び「極めて良好」の場合については、適用される職員割合を示した分布率を設  

定する。   

工．勤務成績が「やや良好でない」及び「良好でない」場合については、分布率は設定せず、人事院が別に判  
断基準を示す。  

勤務成績   極めて良好   特に良好   良好（標準）   やや良好でない   良好でない   

昇給号俸数   8号俸以上   6号俸   
4号俸  

2号俸   昇給なし   

初 任 層   20％（「極良」は5％以内）  
人事院が別に定める  人事院び別に定める  

判断基準による  判断基準による   

中 間 層   5％   20％  
管理職層   ● ●●   30％  

」争（来の特別昇給）  」（従来の普通昇給）   

《今後の取り扱い》   

○ 人事院勧告に基づく昇給制度とし、勤務成績の判断材料として実績評価と能力評価を活用する。  
なお、その詳細については、給与法の改正後に確定させる。  

－15－   



《新人事評価制度の給与等への反映の試算》  

【勤勉手当の成績率による支給額の比較】  

（例2）社会保険事務所係長（4級9号俸）の場合  9号俸）の場合  （例1）社会保険事務所長（8級1  

勤勉手当額  成績区分（率）   勤勉手当額   成績区分（率）  

（差客員）  

＝104，995円  
（差額）  

＝178，670円  

【普通昇給・特別昇給した場合の収入額の比較】   

（例）  

現在、4級6号俸の職員（事務所専門官）が、  

（年収 約433 万円）  

10年目の年収  

10年間普通昇給のみとす  約555万円  
部
 
門
 
 

専
 
所
 
 

務
 
 

ると  （事  

と
 
 

昇
る
 
 

ヽ  特
 
 

10年間に3回  約708万円  2回昇格をしたとす  
（事務所課長  

約153万円  差客員  

注）現行の俸給月額により試算。   

【任用等への活用】  

○評価結果を、適材適所の人事配置、昇格等に反映する。  

一川－  




